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1月1,800円郵送料共

告

示

福
井
県
告
示
第
４
０
５
号

　
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
（

平
成

１
７

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

６
４

条
の

規
定

に
よ

る
指

定
自

立
支

援
医

療
機

関
の

指
定

の
変

更
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

６
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

告
　
示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
規
定
に

よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の

変
更
（
四
〇
五
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
（
四
〇
六
、
四
〇

七
・
森
づ
く
り
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
　
告

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
・
土
木
管
理
課

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
八
四
）
…
…
…
三

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届

出
（
八
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
八
六
）
…
四
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訪

問
看

護
事

業
者

等

担
当

す
る

 

自
立

支
援

医
療

の
種

類

変
更

内
容

名
称

所
在

地
新

旧

精
神

通
院

医
療

病
院

所
在

地
福

井
心

の
ク

リ
ニ

ッ
ク

福
井

市
手

寄
１

丁
目

４
－

１
 ア

オ
ッ

サ
モ

ー
ル

２

階

福
井

市
手

寄
１

丁
目

４
－

１
 ア

オ
ッ

サ
モ

ー
ル

２

階
福

井
市

手
寄

１
丁

目
１

２
－

２
３

　
　

福
井
県
告
示
第
４
０
６
号

　
森

林
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
２

４
９

号
）

第
２

６
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
林

の
指

定
を

解
除

す
る

の
で

、
同

法
第

３
３

条
第

６
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

解
除

保
安

林
の

所
在

場
所

　
 　

今
立

郡
池

田
町

千
代

谷
７

２
字

火
坪

熨
斗

山
２

５
の

４
（

次
の

図
に

示
す

部
分

に
限

る
。

）

２
　

保
安

林
と

し
て

指
定

さ
れ

た
目

的

　
　

な
だ

れ
の

防
止

３
　

解
除

の
理

由

　
　

道
路

用
地

と
す

る
た

め
。

　
（

「
次

の
図

」
は

、
省

略
し

、
そ

の
図

面
を

福
井

県
庁

お
よ

び
池

田
町

役
場

に
備

え
置

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。
）

　
　

福
井
県
告
示
第
４
０
７
号

　
森

林
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
２

４
９

号
）

第
２

６
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
林

の
指

定
を

解
除

す
る

の
で

、
同

法
第

３
３

条
第

６
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

解
除

保
安

林
の

所
在

場
所

　
 　

今
立

郡
池

田
町

小
畑

６
７

字
北

宮
ノ

谷
１

の
２
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か
ら

１
の

４
ま

で
お

よ
び

２
の

７
（

以
上

４
筆

に

つ
い

て
、

次
の

図
に

示
す

部
分

に
限

る
。

）
な

ら

び
に

２
の

３
か

ら
２

の
５

ま
で

２
　

保
安

林
と

し
て

指
定

さ
れ

た
目

的

　
　

な
だ

れ
の

防
止

３
　

解
除

の
理

由

　
　

道
路

用
地

と
す

る
た

め
。

　
（

「
次

の
図

」
は

、
省

略
し

、
そ

の
図

面
を

福
井

県
庁

お
よ

び
池

田
町

役
場

に
備

え
置

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。
）

公

告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　
測

量
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

８
８

号
）

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

３
０

年
１

０
月

２
４

日
に

福
井

地
方

法
務

局
よ

り
公

共
測

量
の

実
施

に
つ

い
て

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

測
量

計
画

機
関

の
名

称

　
　

福
井

地
方

法
務

局

２
　

作
業

の
種

類

　
 　

公
共

測
量

（
登

記
所

備
付

地
図

作
成

作
業

に
伴

う
基

準
点

測
量

）

３
　

作
業

の
期

間

　
 　

平
成

３
０

年
１

１
月

１
０

日
か

ら
平

成
３

１
年

２
月

２
８

日
ま

で

４
　

作
業

の
地

域

　
 　

坂
井

市
春

江
町

中
筋

（
一

部
）

、
境

（
一

部
）

、
為

国
（

一
部

）
、

為
国

西
の

宮
、

為
国

幸
、

為

国
中

区
、

江
留

上
本

町
、

境
上

町
、

江
留

上
（

一

部
）

、
江

留
上

旭
（

一
部

）
お

よ
び

正
蓮

花
（

一

部
）

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
４
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

（
そ

の
他

の
政

治
団

体
）

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
以

外
の

政
治

団
体

）

届
　

出
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

会
計

責
任

者
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

年
月

日
氏

　
　

　
　

名

　
測

量
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
１

８
８

号
）

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
１

項
の

規
程

に
よ

り
、

平
成

３
０

年
１

０
月

２
５

日
に

独
立

行
政

法
人

鉄
道

建
設

・
運

輸
施

設
整

備
支

援
機

構
よ

り
公

共
測

量
の

実
施

に
つ

い
て

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
３

９
条

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
１

４
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

測
量

計
画

機
関

の
名

称

　
 　

独
立

行
政

法
人

鉄
道

建
設

・
運

輸
施

設
整

備
支

援
機

構

２
　

作
業

の
種

類

　
　

公
共

測
量

（
空

中
写

真
測

量
）

３
　

作
業

の
期

間

　
 　

平
成

３
０

年
１

０
月

４
日

か
ら

平
成

３
１

年
３

月
８

日
ま

で

４
　

作
業

の
地

域

　
 　

福
井

県
小

浜
市

－
福

井
県

三
方

上
中

群
若

狭
町

間
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平
成
三
十
年
十
一
月
六
日
印
　
刷
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
三
十
年
十
一
月
六
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番

平
成

3
0
年

田
嶋

だ
い

き
後

援
会

田
嶋

　
大

樹
田

嶋
　

美
奈

子
大

野
市

若
杉

町
１

６
１

０
9
月

1
4
日

平
成

3
0
年

伊
東

由
起

恵
後

援
会

伊
東

　
由

起
恵

伊
東

　
由

起
恵

大
野

市
春

日
３

－
１

５
－

６
9
月

2
5
日

平
成

3
0
年

戸
嶋

秀
樹

後
援

会
戸

嶋
　

秀
樹

平
城

　
幸

一
三

方
郡

美
浜

町
宮

代
１

３
－

４
４

9
月

2
5
日

平
成

3
0
年

木
戸

屋
や

よ
み

後
援

会
山

崎
　

義
昭

木
戸

屋
　

八
代

実
大

野
市

泉
町

１
４

－
３

９
1
0
月

3
日

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
５
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動
 

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

異
 動

 事
 項

異
　

動
　

内
　

容

新
旧

平
成

2
8
年

1
0
月

3
0
日

東
野

栄
治

後
援

会
石

田
　

真
治

代
表

者
石

田
　

真
治

東
野

　
嘉

夫

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
８
６
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

資
金

管
理

団
体

の
指

定
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

１
９

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

平
成

３
０

年
１

１
月

６
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

指
　

定
 

年
月

日

資
金

管
理

団
体

 

の
届

出
を

し
た

者
 

（
代

表
者

）
の

氏
名

届
出

を
し

た
者

に
 

係
る

公
職

の
種

類

資
金

管
理

団
体

 

の
　

　
名

　
　

称
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

平
成

3
0
年

 

9
月

2
0
日

伊
東

　
由

起
恵

大
野

市
議

会
議

員
伊

東
由

起
恵

後
援

会
大

野
市

春
日

３
－

１
５

－
６


